
第
二
節
　
人
口
減
少
局
面
で
の
厳
し
い
財
政
運
営
─
震
災
の
負
債
と
地
方
の
困
難

一
　
条
例
に
基
づ
く
新
た
な
行
財
政
改
革
─
国
の
改
革
と
県
財
政
へ
の
影
響

兵
庫
県
の
歳
入
・

歳
出
決
算
の
状
況

阪
神・淡
路
大
震
災
か
ら
の
復
興
期
間
一
〇
年
を
終
え
て
兵
庫
県
が
新
た
な
出
発
を
記
し
た
平
成
十
八
（
二

〇
〇
六
）
年
度
か
ら
三
十
年
度
ま
で
の
歳
入
・
歳
出
決
算
の
状
況
を
ま
ず
概
観
し
て
お
こ
う
。
単
年
度
収

支
は
ほ
ぼ
均
衡
さ
せ
て
い
る
が
、
実
質
単
年
度
収
支
で
見
れ
ば
七
年
続
い
た
赤
字
を
脱
し
て
黒
字
を
続
け
、
後
半
の
平
成
二
十

五
年
頃
か
ら
は
黒
字
が
拡
大
し
た
。
平
成
二
十
六
～
二
十
七
年
の
二
年
間
は
バ
ブ
ル
崩
壊
前
の
元
年
の
水
準
を
回
復
し
て
い
る
。

バ
ブ
ル
崩
壊
と
阪
神
・
淡
路
大
震
災
、
失
わ
れ
た
二
〇
年
と
い
わ
れ
た
日
本
経
済
の
低
迷
、
復
興
に
伴
う
財
政
上
の
特
別
な
負

荷
を
経
て
、
県
財
政
の
未
来
に
少
し
ず
つ
薄
明
か
り
が
差
し
て
き
た
。
借
入
金
へ
の
依
存
度
を
あ
ら
わ
す
指
標
の
一
つ
、
実
質

公
債
費
比
率
も
、
平
成
十
七
年
以
来
二
十
三
年
ま
で
二
〇
％
前
後
で
推
移
し
て
き
た
が
、
以
後
、
一
六
％
前
後
へ
と
改
善
し
、

三
十
年
で
は
一
三・八
％
と
な
っ
て
い
る
。全
国
平
均
が
一
五
％
前
後
で
始
ま
っ
て
一
一
～
一
三
％
前
後
に
推
移
し
て
い
る
こ
と

と
比
べ
れ
ば
ま
だ
高
い
が
、
大
幅
な
改
善
で
あ
る
。
数
値
の
改
善
を
急
げ
ば
伴
う
傷
は
深
く
な
る
。
そ
も
そ
も
借
入
金
の
中
心

が
阪
神
・
淡
路
大
震
災
か
ら
の
復
興
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
な
り
ふ
り
構
わ
ぬ
苦
難
の
一
〇
年
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

兵
庫
県
は
財
政
力
指
数
で
は
一
貫
し
て
全
国
平
均
を
上
回
っ
て
い
る
が
、阪
神・淡
路
大
震
災
後
は
全
国
平
均
と
の
差
が
縮
ま
っ

て
い
る
。

　
歳
入
決
算
額
の
推
移
を
見
て
み
よ
う
（
図
１
）。
歳
入
に
占
め
る
地
方
税
の
割
合
は
、
平
成
六
年
以
来
全
国
平
均
以
下
の
状
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態
が
続
い
て
い
る
。
一
時
は
四
〇
％
を
超
え
て
い
た
が
、
バ
ブ
ル
崩
壊
後
の
不
況

で
低
下
し
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
以
後
は
少
し
ず
つ
高
ま
っ
て
平
成
三
十
年
は
三

八
・
八
％
で
あ
る
。
国
の
政
策
に
よ
っ
て
地
方
譲
与
税
が
〇
・
三
％
か
ら
五
％
ま

で
上
下
動
す
る
一
方
、
地
方
交
付
税
の
割
合
は
一
五
％
前
後
で
安
定
し
て
い
る
。

他
方
、
長
期
的
な
変
化
で
言
え
ば
、
昭
和
四
十
（
一
九
六
五
）
年
に
は
二
七
・
五
％

を
占
め
て
い
た
国
庫
支
出
金
は
下
が
り
続
け
、
平
成
三
十
年
は
八
・
九
％
で
あ
る
。

増
加
傾
向
が
見
ら
れ
た
の
が
諸
収
入
で
、
昭
和
四
十
年
に
七
％
で
あ
っ
た
も
の
が

平
成
二
十
一
～
二
十
四
年
は
二
〇
％
を
超
え
（
十
七
年
の
三
四
・
三
％
は
例
外
的
）、

三
十
年
に
は
一
一
・
九
％
に
落
ち
着
い
て
い
る
。
そ
し
て
歳
入
に
占
め
る
地
方
債

の
割
合
は
昭
和
四
十
年
の
七
・
五
％
に
始
ま
り
、
不
況
下
で
一
〇
％
台
を
記
録
し

な
が
ら
も
一
桁
後
半
で
推
移
し
て
き
た
が
、
バ
ブ
ル
崩
壊
と
阪
神
・
淡
路
大
震
災

で
跳
ね
上
が
り
（
平
成
七
年
度
は
三
一
・
七
％
）、
平
成
十
八
年
度
以
降
は
一
二
～

一
七
％
の
間
を
行
き
来
し
て
き
た
（
三
十
年
度
は
一
三
・
七
％
）。

　
他
方
、
歳
出
総
額
の
推
移
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
右
肩
上
が
り
の
基
調
が
震
災
関
連
の
突
出
を
間
に
挟
ん
で
こ
の
時
期
に
は
ほ

ぼ
横
ば
い
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
顕
著
な
特
徴
で
あ
る
（
図
2
）。
目
的
別
歳
出
を
見
れ
ば
、
全
国
的
傾
向
と
し
て
高
齢
者
の

増
加
に
よ
り
歳
出
に
占
め
る
民
生
費
の
割
合
が
上
が
り
続
け
て
い
る
（
図
3
）。
兵
庫
県
で
も
昭
和
四
十
年
に
三
・
四
％
だ
っ

た
も
の
が
、
震
災
の
年
平
成
六
年
度
に
一
四
・
九
％
と
い
う
特
別
な
数
字
を
記
録
し
つ
つ
も
約
三
〇
年
で
倍
と
な
っ
た
（
九
年
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度
に
七
・
一
％
）。
こ
の

傾
向
は
加
速
し
、
平
成

十
八
年
に
は
九
・
七
％

で
、
二
十
七
年
以
降
に

は
震
災
時
の
数
字
も
超

え
、
三
十
年
に
一
七
・

〇
％
と
な
っ
た
。
約
三

〇
年
で
倍
の
割
合
と

な
っ
た
も
の
が
二
〇
年

余
り
で
さ
ら
に
倍
の
割

合
を
占
め
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
額

で
言
え
ば
、
昭
和
四
十

年
度
の
約
三
〇
億
円
が
平
成
三
十
年
度
に
は
約
三
一
二
〇
億
円
と
一
〇
〇
倍
に
な
っ
て
い
る
。

　
都
道
府
県
の
支
出
で
伝
統
的
に
大
き
い
の
が
教
育
費
で
あ
る
。
兵
庫
県
は
震
災
ま
で
全
国
平
均
を
上
回
る
割
合
を
続
け
て
い

た
が
、
震
災
後
は
全
国
平
均
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
昭
和
四
十
年
度
に
歳
出
の
三
四
・
七
％
を
占
め
て
い
た
教
育
費
は
第
二
次

ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
が
起
こ
っ
た
四
十
八
年
度
か
ら
五
十
一
年
度
に
か
け
て
上
昇
し
、
そ
の
後
緩
や
か
に
低
下
し
て
震
災
を
迎
え
、

第一章　地方分権改革の新たなステージへ

35



以
後
、
平
成
十
八
年
度
に
二
三
・
四
％
、
三
十
年
度
に
二
〇
・
五
％
と
細
か
な
増
減
は
あ
り
な
が
ら
も
ほ
ぼ
横
ば
い
で
推
移
し

て
い
る
。
額
で
言
え
ば
昭
和
四
十
年
に
約
三
〇
九
億
円
、
平
成
三
十
年
度
が
約
三
七
四
八
億
円
で
あ
っ
た
。
民
生
費
の
伸
び
が

い
か
に
急
激
で
構
造
的
か
が
分
か
る
。

　
他
に
注
目
す
べ
き
な
の
が
、
商
工
費
、
土
木
費
、
公
債
費
で
あ
る
。
商
工
費
は
昭
和
四
十
年
の
四
・
八
％
か
ら
平
成
五
年
に

一
桁
後
半
に
入
る
と
十
年
に
一
〇
％
台
に
の
り
、
二
十
二
年
に
は
二
〇
・
六
％
を
記
録
、
三
十
年
度
は
九
・
六
％
と
な
っ
た
。

昭
和
四
十
年
代
に
は
開
発
か
ら
公
害
に
注
目
が
集
ま
り
、
特
に
基
礎
自
治
体
で
は
企
業
の
追
い
出
し
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
を

思
え
ば
隔
世
の
感
が
あ
る
。
対
し
て
縮
小
基
調
な
の
が
土
木
費
で
、
昭
和
四
十
年
に

一
八
・
三
％
、
以
後
平
成
十
一
年
ま
で
約
一
九
～
三
〇
％
の
間
を
推
移
し
た
が
、
そ

の
後
漸
減
し
、
三
十
年
度
は
九
・
〇
％
で
あ
る
。
そ
し
て
歳
出
に
占
め
る
公
債
費
の

割
合
は
昭
和
四
十
年
に
二
・
九
％
で
あ
っ
た
が
、
五
十
八
年
に
一
〇
％
前
後
と
な
り
、

平
成
に
入
る
頃
か
ら
一
桁
後
半
に
低
下
し
て
い
た
が
、
平
成
十
一
年
以
降
は
一
〇
％

を
超
え
続
け
、
三
十
年
度
で
一
六
・
五
％
で
あ
る
（
図
4
）。

　
さ
ら
に
性
質
別
歳
出
で
見
れ
ば
、
義
務
的
経
費
で
あ
る
人
件
費
が
震
災
ま
で
全
国

平
均
を
上
回
る
割
合
で
あ
っ
た
が
、
以
後
、
全
国
平
均
に
沿
っ
て
い
る
。
昭
和
四
十

年
度
に
四
六
・
一
％
で
あ
っ
た
が
、
平
成
十
八
年
度
に
は
二
九
％
、
三
十
年
度
は
二

五
・
六
％
で
あ
っ
た
。
厳
し
い
行
財
政
改
革
が
進
め
ら
れ
た
平
成
二
十
一
年
度
か
ら

二
十
六
年
度
ま
で
は
全
国
平
均
を
下
回
っ
て
い
る
。
額
で
は
昭
和
四
十
年
度
に
約
四
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一
〇
億
円
、
平
成
三
十
年
度
約
四
六
八
〇
億
円
で
あ
っ
た
。
物
件
費
も
震
災
後
は
一
貫
し
て
全
国
平
均
を
下
回
っ
て
い
る
。

　
他
方
、震
災
前
後
か
ら
歳
出
に
占
め
る
貸
付
金
の
割
合
が
全
国
平
均
を
一
貫
し
て
上
回
っ
て
い
る
。
昭
和
四
十
年
度
六・八
％

で
平
成
六
年
に
初
め
て
一
〇
％
を
超
え
る
と
、
震
災
翌
年
度
の
七
年
度
は
二
七
・
〇
％
、
以
後
一
〇
％
台
で
推
移
し
て
い
た
が
、

二
十
一
年
度
に
二
三
・
二
％
、
二
十
二
年
度
に
二
三
・
八
％
、
二
十
三
年
度
に
二
一
・
四
％
と
再
び
上
昇
し
、
三
十
年
度
は
一

〇
・
五
％
と
な
っ
て
い
る
。
財
政
状
況
が
厳
し
い
中
で
不
況
と
向
き
合
う
兵
庫
県
の
姿
が
現
れ
て
い
る
。

復
興
兵
庫
に
と
っ
て
の
三
位
一
体
の
改
革
─

実
質
公
債
費
比
率
全
国
ワ
ー
ス
ト
三
位
の
衝
撃

平
成
十
八
年
は
、
国
と
地
方
の
関
係
で
は
第
一
次
地
方
分
権
改
革
に
続
く
三
位

一
体
の
改
革
の
最
終
年
で
あ
っ
た
。
こ
の
改
革
の
結
果
、
地
方
交
付
税
の
縮
減

の
み
な
ら
ず
国
庫
補
助
負
担
金
の
廃
止
削
減
も
打
ち
出
さ
れ
て
地
方
自
治
体
が
国
か
ら
受
け
取
る
移
転
財
源
は
大
き
く
減
額
と

な
っ
た
一
方
で
、
基
幹
税
目
で
あ
る
所
得
税
か
ら
個
人
住
民
税
へ
の
税
源
移
譲
も
実
現
し
、
地
方
自
治
体
で
の
裁
量
も
大
き
く

拡
大
し
た
。

　
平
成
十
七
年
八
月
に
再
選
し
た
井
戸
敏
三
知
事
は
二
期
目
に
入
っ
て
い
た
。
同
年
一
月
に
阪
神
・
淡
路
大
震
災
一
〇
周
年
に

あ
わ
せ
て
開
催
さ
れ
た
国
連
防
災
世
界
会
議
（
ひ
ょ
う
ご
会
議
）
の
結
果
策
定
さ
れ
た
「
兵
庫
行
動
枠
組
」
を
受
け
て
、
国
連

中
央
緊
急
対
応
基
金
が
平
成
十
八
年
三
月
に
創
設
さ
れ
、
兵
庫
県
は
、
震
災
時
に
世
界
か
ら
受
け
た
支
援
に
応
え
、
ま
た
、
国

連
防
災
世
界
会
議
の
開
催
地
と
し
て
、
地
方
公
共
団
体
と
し
て
世
界
で
初
め
て
同
基
金
に
平
成
十
八
、
十
九
年
度
五
〇
〇
〇
万

円
ず
つ
計
一
億
円
を
拠
出
し
た
。

　
平
成
十
八
年
十
二
月
に
地
方
分
権
改
革
推
進
法
が
成
立
し
、
第
二
次
地
方
分
権
改
革
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。
井
戸
知
事
は
全
国

知
事
会
地
方
交
付
税
問
題
小
委
員
会
の
委
員
長
を
務
め
て
い
た
。
県
で
は
兵
庫
県
地
方
分
権
推
進
自
治
体
代
表
者
会
議
を
二
度
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開
い
て
、
地
方
の
自
由
度
を
高
め
る
地
方
交
付
税
の
見
直
し
を

求
め
た
。

　
平
成
十
八
年
七
月
二
十
五
日
、
県
は
、
新
た
な
指
標
で
あ
る

実
質
公
債
費
比
率
の
平
成
十
五
年
か
ら
十
七
年
の
平
均
を
一

九
・
六
％
と
発
表
し
た
。
都
道
府
県
で
は
、
長
野
県
、
北
海
道
、

兵
庫
県
、
岡
山
県
が
一
八
％
を
超
え
た
。
従
来
、
都
道
府
県
の

地
方
債
発
行
に
は
国
の
、
市
町
村
の
地
方
債
発
行
に
は
都
道
府
県
の
許
可
が
必
要
で
あ
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
条
件
付
き
で
協
議

制
度
に
移
行
す
る
と
と
も
に
、
財
政
健
全
化
へ
の
早
期
是
正
措
置
と
し
て
「
実
質
公
債
費
比
率
」
が
導
入
さ
れ
、
一
八
％
以
上

の
団
体
に
は
引
き
続
き
許
可
を
必
要
と
し
た
。
県
が
同
時
に
発
表
し
た
震
災
分
を
除
い
た
数
字
で
は
、同
三
カ
年
平
均
で
一
五・

八
％
で
あ
る
。
今
後
の
財
政
運
営
に
つ
い
て
、「
実
質
公
債
費
比
率
に
つ
い
て
は
、
震
災
復
旧
・
復
興
関
連
の
起
債
の
影
響
が

無
く
な
る
ま
で
の
間
に
は
確
実
に
一
八
％
未
満
と
な
る
こ
と
を
絶
対
目
標
」
に
そ
の
短
縮
に
努
め
、「
な
お
、
阪
神
・
淡
路
大

震
災
の
影
響
を
除
け
ば
実
質
公
債
費
比
率
に
つ
い
て
は
一
八
％
を
下
回
っ
て
お
り
、
今
後
も
引
き
続
き
一
八
％
を
超
え
な
い
よ

う
取
り
組
ん
で
い
く
」
と
苦
衷
の
ほ
ど
を
し
の
ば
せ
た
（「
兵
庫
県
の
実
質
公
債
費
比
率
に
つ
い
て
」）。

　
平
成
十
九
年
二
月
、
次
年
度
当
初
予
算
案
は
「
元
気
ひ
ょ
う
ご
ス
タ
ー
ト
予
算
」
と
名
付
け
ら
れ
た
。
地
方
財
政
法
に
よ
る

起
債
制
限
団
体
に
陥
る
可
能
性
が
あ
り
、
外
郭
団
体
の
基
金
を
減
債
基
金
に
繰
り
入
れ
、
数
値
を
改
善
し
た
。
新
聞
で
は
「
苦

肉
の
策
」「〝
禁
じ
手
〟
に
踏
み
切
る
」
と
報
じ
ら
れ
た
（『
朝
日
新
聞
』
平
成
十
九
年
二
月
十
四
日
、『
読
売
新
聞
』
十
九
年
二
月
十
三

日
夕
刊
）。
三
月
に
発
行
し
た
広
報
誌
で
は
平
成
十
七
年
度
決
算
で
実
質
公
債
費
比
率
が
全
都
道
府
県
中
ワ
ー
ス
ト
三
位
と
な
っ

写真 12　�実質公債費比率18％
超えを報じる新聞

（ 朝 日 新 聞 平 成 18
（2006）年 7 月 26 日）

第四編　二一世紀兵庫、災後の時代

38



た
こ
と
を
受
け
て
県
特
定
目
的
基
金
等
の
県
債
管
理
基
金
へ
の
積
立
を
行
う
こ
と
と
と
も
に
、「
行
財
政
構
造
改
革
推
進
方
策
」

の
次
の
行
財
政
改
革
を
検
討
す
る
と
述
べ
た
。
平
成
十
九
年
度
一
般
会
計
当
初
予
算
で
は
歳
入
予
定
の
第
一
が
県
税
（
三
六
・

〇
％
）、
第
二
が
繰
入
金
（
地
方
交
付
税
等
一
六
・
一
％
を
上
回
る
一
七
・
三
％
）
で
あ
っ
た
。
そ
れ
す
ら
も
押
し
流
し
て
い
く
の
が

先
の
新
指
標
で
あ
っ
た
。

　
平
成
十
五
年
か
ら
十
八
年
に
か
け
て
実
施
さ
れ
た
三
位
一
体
の
改
革
に
よ
っ
て
国
か
ら
地
方
へ
の
税
源
移
譲
、
補
助
金
改
革
、

地
方
交
付
税
見
直
し
が
あ
わ
せ
て
行
わ
れ
た
。
三
兆
円
の
税
源
移
譲
、
四
・
七
兆
円
の
補
助
金
削
減
、
五
・
一
兆
円
の
交
付
税

削
減
で
あ
っ
た
。
差
が
発
生
す
る
の
は
財
政
再
建
の
意
図
が
あ
る
か
ら
で
、
地

方
の
自
律
性
向
上
と
引
換
え
に
差
損
は
行
政
改
革
に
よ
る
効
率
化
が
求
め
ら
れ

た
。
ま
た
税
源
移
譲
と
し
て
平
成
十
九
年
四
月
に
所
得
税
の
引
下
げ
と
個
人
住

民
税
の
引
上
げ
が
行
わ
れ
た
が
、
同
時
に
個
人
住
民
税
の
税
率
が
一
〇
％
の
比

例
税
と
な
っ
た
（
道
府
県
民
税
四
％
、
市
町
村
民
税
六
％
）。
個
人
住
民
税
は
「
地

域
社
会
へ
の
会
費
」
と
も
い
わ
れ
、
自
治
体
が
提
供
す
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
財

源
を
広
く
負
担
す
る
手
段
と
し
て
便
益
に
応
じ
た
負
担
（
応
益
原
則
）
と
い
う

点
で
比
例
税
率
が
と
ら
れ
、
税
を
担
う
能
力
が
あ
る
人
ほ
ど
多
く
の
税
金
を
負

担
す
べ
き
（
応
能
原
則
）
と
い
う
累
進
税
率
か
ら
変
更
さ
れ
た
。

　
震
災
に
よ
る
財
政
へ
の
打
撃
が
い
ま
だ
癒
え
な
い
兵
庫
県
に
と
っ
て
、
長
引

く
デ
フ
レ
経
済
に
加
え
て
三
位
一
体
の
改
革
に
よ
る
地
方
交
付
税
の
削
減
と
地
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方
公
共
団
体
へ
の
財
政
健
全
化
要
請
と
い
う
行
政
環
境
の
変
化
に
よ
っ
て
財
政
再
建
団
体
に
再
び
転
落
す
る
可
能
性
が
出
て
き

た
。
県
は
既
に
平
成
十
一
年
度
か
ら
行
財
政
構
造
改
革
に
取
り
組
み
、
経
済
状
況
の
悪
化
を
受
け
て
十
五
年
度
に
再
加
速
さ
せ

て
い
た
が
、
国
の
枠
組
み
の
変
更
を
受
け
て
、
二
十
年
度
ま
で
の
一
〇
年
間
の
改
革
期
間
満
了
を
待
つ
こ
と
な
く
、
さ
ら
な
る

改
革
に
踏
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。

行
政
改
革
推
進
条
例
の
制
定
─
兵

庫
一
体
で
の
新
行
革
プ
ラ
ン
策
定

平
成
十
九
年
四
月
二
日
、
井
戸
知
事
を
本
部
長
と
す
る
行
財
政
構
造
改
革
推
進
本
部
を
立
ち

上
げ
た
。
六
月
に
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
（
以
下
、財
政
健
全
化
法
）

が
制
定
さ
れ
て
い
る
（
平
成
二
十
一
年
施
行
）。
十
一
月
に
は
新
行
財
政
構
造
改
革
推
進
方
策
（
以
下
、
新
行
革
プ
ラ
ン
）
の
素
案

を
発
表
、
職
員
の
三
割
減
（
約
二
七
〇
〇
人
削
減
）。
実
質
公
債
費
比
率
で
一
九
・
六
％
と
、
改
善
し
た
長
野
県
に
対
し
て
北
海

道
に
次
ぐ
全
国
ワ
ー
ス
ト
二
位
で
あ
っ
た
。

　
翌
二
十
年
一
月
二
十
八
日
、
兵
庫
県
議
会
の
行
財
政
構
造
改
革
調
査
特
別
委
員
会
は
新
行
革
プ
ラ
ン
案
に
つ
い
て
の
中
間
報

告
書
を
提
出
し
、
職
員
の
人
員
見
直
し
の
検
討
や
給
与
の
一
〇
％
削
減
を
目
標
と
す
る
よ
う
提
言
し
た
。
二
月
に
は
、
職
員
給

与
を
本
給
換
算
で
平
均
八
％
削
減
す
る
こ
と
で
県
職
員
労
働
組
合
な
ど
主
要
四
労
組
と
妥
結
し
た
（『
読
売
新
聞
』
平
成
二
十
年

二
月
六
日
夕
刊
）。
五
年
間
の
給
与
カ
ッ
ト
を
見
込
ん
だ
。

　
井
戸
知
事
は
二
月
定
例
議
会
で
「
ま
さ
し
く
不
退
転
の
決
意
で
、
こ
の
改
革
を
実
行
し
、
あ
の
阪
神・淡
路
大
震
災
の
復
旧・

復
興
過
程
で
生
じ
た
歳
入
歳
出
の
不
均
衡
と
い
う
財
政
構
造
の
課
題
を
克
服
し
、
元
気
で
安
全
安
心
な
兵
庫
づ
く
り
を
め
ざ
し
、

持
続
可
能
な
行
財
政
構
造
へ
の
再
構
築
を
進
め
ま
す
」
と
述
べ
た
。
広
報
に
も
知
事
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
掲
載
さ
れ
た
。「『
元
気
で

安
全
安
心
な
兵
庫
づ
く
り
』
を
め
ざ
し
、
再
生
の
ス
タ
ー
ト
を
切
る
」
と
述
べ
て
そ
の
た
め
の
財
政
基
盤
の
確
立
を
次
の
よ
う
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に
訴
え
て
県
民
の
理
解
を
求
め
た
。

　
「
私
た
ち
は
震
災
後
、
被
災
地
の
創
造
的
復
興
に
取
り
組
み
、
起
債
制
限
比
率
を
一
定
以
下
と
す
る
財
政
運
営
を
行
っ
て
き

ま
し
た
。
し
か
し
、
国
の
地
方
財
政
規
制
の
強
化
、
地
方
交
付
税
の
削
減
な
ど
の
要
因
に
よ
り
、
厳
し
い
財
政
運
営
を
強
い
ら

れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
た
め
、
平
成
三
十
年
度
ま
で
の
財
政
フ
レ
ー
ム
と
平
成
二
十
年
度
か
ら
の
取
り
組
み
を
示
す

第
一
次
新
行
革
プ
ラ
ン
を
策
定
し
ま
し
た
」（『
平
成
二
十
年
度
版
ひ
ょ
う
ご
Ｅ
Ｙ
Ｅ
』）。

　
先
の
広
報
で
は
ま
ず
、
震
災
の
県
財
政
へ
の
影
響
に
加
え
て
「
厳
し
い
財
政
運
営
を
招
い
た
さ
ら
な
る
三
つ
の
要
因
」
と
し

て
、
地
方
の
財
政
運
営
に
対
す
る
国
の
枠
組
み
の
強
化
（
新
指
標
で
あ
る
実
質
公
債
費
比
率
の
全
国
ワ
ー
ス
ト
二
位
）、
三
位
一
体
改

革
に
伴
う
地
方
交
付
税
の
削
減
（
平
成
十
五
年
度
と
比
較
し
て
兵
庫
県
で
約
七
〇
〇
億
円
の
減
）、
国
・
地
方
を
通
じ
た
歳
出
・
歳
入

一
体
改
革（「
骨
太
の
方
針
２
０
０
６
」に
よ
る
地
方
財
政
計
画
の
抑
制
と
地
方
債
発
行
の
厳
格
化
）を
あ
げ
て
改
革
の
必
要
性
を
訴
え
た
。

次
に
県
庁
組
織
や
定
員
・
給
与
に
つ
い
て
身
を
切
る
改
革
が
提
示
さ
れ
、
次
い
で
事
務
事
業
の
一
部
廃
止
や
補
助
対
象
の
縮
小
、

投
資
事
業
の
抑
制
な
ど
に
理
解
を
求
め
、
最
後
に
自
主
財
源
確
保
に
努
め
る
こ
と
を
述
べ
た
。

　
四
月
の
年
度
初
め
の
給
与
支
給
時
に
は
「
行
財
政
改
革
を
実
感
し
た
」「
ボ
ー
ナ
ス
に
も
反
映
さ
れ
る
の
で
減
額
は
寂
し
い
。

行
革
は
県
内
の
さ
ま
ざ
ま
な
所
に
影
響
す
る
が
、い
よ
い
よ
来
た
な
と
い
う
感
じ
」と
い
う
職
員
の
声
が
報
じ
ら
れ
て
い
る（『
朝

日
新
聞
』
平
成
二
十
年
四
月
十
七
日
）。

　
こ
う
し
て
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
新
行
革
プ
ラ
ン
に
つ
い
て
、
十
月
に
行
財
政
構
造
改
革
の
取
組
の
着
実
な
推
進
と
適
切
な
フ
ォ

ロ
ー
ア
ッ
プ
の
た
め
に
「
行
財
政
構
造
改
革
の
推
進
に
関
す
る
条
例
」
を
制
定
し
た
。
こ
れ
は
財
政
健
全
化
法
に
よ
る
早
期
健

全
化
団
体
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
手
続
を
取
り
入
れ
た
も
の
で
、
国
の
議
院
内
閣
制
と
は
異
な
り
、
首
長
と
議
会
が
別
々
に
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選
出
さ
れ
る
二
元
代
表
制
の
下
で
、
行
政
府
と
立
法
府
が
一
体
と
な
っ
て
行
財
政
構
造
改
革
を
進
め
る
こ
と
で
、
県
民
の
参
画

を
更
に
促
す
全
国
で
初
め
て
の
取
組
で
あ
る
。
行
政
・
議
会
・
県
民
が
一
体
で
進
め
る
こ
と
で
継
続
的
、
効
果
的
な
行
財
政
改

革
が
期
待
で
き
る
。
条
例
の
概
要
と
し
て
は
、
①
推
進
方
策
の
策
定
・
変
更
に
は
議
会
の
議
決
を
経
る
こ
と
、
②
翌
年
度
の
取

組
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
実
施
計
画
を
策
定
し
、
議
会
に
報
告
す
る
こ
と
、
③
実
施
状
況
は
地
方
財
政
な
ど
の
専
門
家
か
ら
な

る
「
行
財
政
構
造
改
革
審
議
会
」
で
審
査
の
上
、
議
会
に
報
告
・
公
表
す
る
こ
と
、
④
各
界
の
団
体
代
表
や
県
議
会
議
員
な
ど

か
ら
な
る
「
行
財
政
構
造
改
革
県
民
会
議
」
で
広
く
県
民
の
意
見
を
聴
く
こ
と
、
⑤
議
会
は
、
推
進
方
策
の
変
更
な
ど
に
つ
い

て
知
事
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
、
知
事
は
こ
れ
に
対
し
意
見
を
述
べ
、
必
要
な
措
置
を
行
う
こ
と
、
⑥
三
年
毎
に
総
点

検
を
行
い
、
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
な
ど
が
規
定
さ
れ
た
。

　
こ
こ
で
は
先
の
「
行
財
政
構
造
改
革
推
進
方
策
後
期
五
か
年
の
取
組
み
」
以
来
の
課
題
で
あ
る
先
行
取
得
用
地
処
理
に
つ
い

て
採
り
上
げ
た
い
。
平
成
十
六
年
一
月
二
十
六
日
に
兵
庫
県
議
会
に
報
告
さ
れ
た
行
財
政
構
造
改
革
調
査
特
別
委
員
会
の
調
査

報
告
書
で
は
、
十
一
年
に
策
定
さ
れ
た
行
財
政
構
造
改
革
推
進
方
策
の
進
捗
状
況
と
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
調
査
を
行
い
、
後

期
五
か
年
の
取
組
み
を
策
定
す
る
に
あ
た
っ
て
新
た
に
先
行
取
得
用
地
の
見
直
し
を
採
り
上
げ
た
。
土
地
開
発
公
社
等
が
先
行

取
得
し
て
い
る
用
地
に
つ
い
て
、
取
得
価
格
に
借
入
金
の
利
子
や
事
務
費
が
加
算
さ
れ
て
評
価
額
と
の
間
で
大
き
な
含
み
損
が

出
て
お
り
、
将
来
的
に
県
が
簿
価
で
買
い
戻
す
こ
と
か
ら
三
〇
七
〇
億
円
の
「
隠
れ
借
金
」
と
い
う
べ
き
も
の
が
発
生
し
て
い

る
と
指
摘
、
売
却
や
利
活
用
計
画
を
策
定
し
、
そ
の
処
理
に
努
め
る
と
と
も
に
公
社
の
透
明
性
を
図
る
こ
と
を
求
め
た
。
そ
れ

ら
用
地
は
将
来
の
計
画
的
な
地
域
整
備
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
無
秩
序
な
ゴ
ル
フ
場
開
発
な
ど
乱
開
発
抑
制
の
た
め
に
公
社
で

先
行
取
得
し
、
保
有
が
長
期
化
し
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。
本
格
的
な
事
業
化
に
向
け
た
利
活
用
の
検
討
と
公
社
長
期
保
有
地
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の
縮
減
、
管
理
の
明
確
化
は
、
平
成
三
十
年
度
に
及
ぶ
長
期
的
な
課
題
と
し
て
進
め
ら
れ
て
い
く
。

二
　
災
後
の
日
常
化
を
目
指
し
て
─
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
と
行
財
政
改
革
の
継
続

リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ

ク
へ
の
財
政
出
動

新
行
革
プ
ラ
ン
は
平
成
二
十
七
年
度
の
収
支
黒
字
化
と
三
十
年
度
の
六
一
五
億
円
の
収
支
黒
字
を
想
定
し

た
が
、
そ
れ
は
す
ぐ
さ
ま
二
つ
の
点
で
壁
に
直
面
し
た
。
平
成
二
十
年
九
月
十
五
日
の
ア
メ
リ
カ
の
投
資

銀
行
リ
ー
マ
ン
・
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
破
綻
に
始
ま
る
世
界
規
模
の
経
済
危
機
（
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
）
に
よ
る
二
十
一
年
度
県
税
収
入

の
大
幅
な
減
少
で
あ
り
、
国
の
「
骨
太
の
方
針
」
に
よ
っ
て
二
十
三
年
度
以
降
の
国
の
地
方
一
般
財
源
総
額
が
二
十
二
年
度
と

同
程
度
に
据
え
置
か
れ
た
た
め
で
あ
っ
た
。

　
平
成
二
十
一
年
度
当
初
予
算
編
成
で
は
厳
し
い
財
政
状
況
の
中
で
も
施
策
の
「
選
択
と
集
中
」
を
図
っ
た
。
企
業
業
績
の
急

激
な
悪
化
と
地
方
法
人
特
別
税
の
創
設
が
合
わ
さ
っ
て
県
税
収
入
は
前
年
度
当
初
予
算
に
比
し
て
一
三
二
六
億
円
の
減
と
な
り
、

他
方
、
地
域
雇
用
創
出
推
進
費
創
設
や
県
税
収
入
の
減
少
を
受
け
て
地
方
交
付
税
等
は
八
七
八
億
円
の
増
に
と
ど
ま
っ
た
。
こ

の
よ
う
な
厳
し
い
歳
入
状
況
に
あ
っ
て
も
経
済
雇
用
対
策
は
待
っ
た
無
し
で
、
建
設
事
業
（
投
資
的
経
費
）
も
後
年
度
実
施
予

定
の
前
倒
し
実
施
を
行
っ
て
事
業
量
の
確
保
に
努
め
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
新
た
に
一
四
五
億
円
の
収
支
不
足
が
生
じ
る
と
見
込

ま
れ
た
た
め
、
行
政
改
革
等
推
進
債
の
追
加
発
行
や
県
債
管
理
基
金
の
追
加
取
崩
し
と
い
う
特
別
な
財
源
対
策
を
講
じ
た
。

　
こ
の
点
で
重
要
な
の
が
九
月
に
期
限
を
迎
え
る
法
人
県
民
税
の
超
過
課
税
の
延
長
で
あ
っ
た
。
法
人
県
民
税
法
人
税
割
は
標

準
税
率
五
・
〇
％
に
〇
・
八
％
を
上
乗
せ
し
て
い
た
。
勤
労
者
の
仕
事
と
生
活
の
調
和
を
実
現
し
、
多
様
な
働
き
方
、
生
き
方

や
健
康
で
豊
か
な
生
活
環
境
の
確
保
が
可
能
と
な
る
社
会
づ
く
り
を
進
め
る
こ
と
を
理
由
に
、
改
め
て
延
長
さ
れ
た
。
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こ
う
し
て
出
発
し
た
平
成
二
十
一
年
度
は
、
厳
し
い
行
財
政
構
造
改
革
の

中
で
も
、
震
災
に
次
ぐ
戦
後
二
番
目
と
な
る
大
規
模
な
補
正
予
算
が
組
ま
れ

た
（「
県
政
一
〇
大
ニ
ュ
ー
ス
」）。
台
風
第
九
号
や
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に

襲
わ
れ
た
こ
の
年
で
あ
っ
た
が
、
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
の
影
響
は
深
刻
で

あ
っ
た
。

第
二
次
行
革
プ
ラ
ン
─

民
主
党
政
権
と
兵
庫
県
政

平
成
二
十
一
年
八
月
に
三
選
を
果
た
し
た
井
戸

知
事
で
あ
っ
た
が
、
超
過
課
税
の
延
長
以
外
で

と
れ
る
増
収
策
と
し
て
は
、
平
成
二
十
年
度
に
導
入
さ
れ
た
「
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
」
を
使
っ
た
「
ふ
る
さ
と
ひ
ょ
う
ご
寄
附

金
」
の
活
用
や
新
た
な
ネ
ー
ミ
ン
グ
ラ
イ
ツ
の
導
入
程
度
し
か
な
く
、
全
体
を
左
右
す
る
規
模
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
県
税
の

徴
収
歩
合
の
向
上
に
努
め
た
。
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
は
自
治
体
間
競
争
に
よ
る
自
治
の
活
性
化
と
い
う
側
面
が
あ
る
一
方
で
、

本
来
経
済
的
な
見
返
り
を
求
め
な
い
寄
附
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
に
反
す
る
過
当
な
返
礼
品
競
争
な
ど
の
指
摘
も
さ
れ
て
い
る
。

　
平
成
二
十
一
年
八
月
の
総
選
挙
の
結
果
、
九
月
に
民
主
党
政
権
が
発
足
し
た
が
、
県
は
厳
し
い
財
政
環
境
の
中
で
県
庁
と
議

会
、
県
民
会
議
、
審
議
会
が
一
体
と
な
っ
て
新
行
革
プ
ラ
ン
を
ひ
た
す
ら
前
に
進
め
て
い
っ
た
。
平
成
二
十
二
年
度
に
は
新
行

革
プ
ラ
ン
三
年
目
の
総
点
検
が
実
施
さ
れ
、
二
十
三
年
三
月
に
、
平
成
二
十
三
年
度
か
ら
三
十
年
度
ま
で
の
第
二
次
行
財
政
構

造
改
革
推
進
方
策
（
第
二
次
行
革
プ
ラ
ン
）を
策
定
し
た
。
同
じ
三
月
に
は
東
日
本
大
震
災
が
発
生
し
た
。
な
お
兵
庫
県
が
阪
神・

淡
路
大
震
災
時
の
特
別
な
支
援
に
感
謝
し
つ
つ
も
地
元
自
治
体
に
課
せ
ら
れ
た
負
担
に
苦
し
み
続
け
る
の
に
対
し
て
、
東
日
本

大
震
災
で
は
地
元
負
担
が
実
質
ゼ
ロ
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
兵
庫
県
の
教
訓
で
あ
っ
た
。

写真 13　�戦後 2番目となる大規模補
正予算を報じる新聞（神戸
新 聞 平 成 21（2009） 年 5
月 21 日）
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表 5　行財政構造改革各分野の取組結果

分野 改革内容（H20 ～ H30） 効果額
（一般財源）

組　織 ☆　簡素で効率的な組織体制の構築、施策推進に応じた組織再編を推進
　　●　本庁の部の再編
　　　　【6部　→　5部（△1部）】
　　　　※9部体制（H11）から、6部体制を経て、5部体制（H20）へ再編
　　●　地方機関の事務所の統合再編
　　　　【Ｈ21：111事務所　→　70事務所（△41事務所）】

─

職員数 ☆ 　一般行政部門等における削減目標（H19比3割削減）を達成し、簡素で効
率的な業務執行体制を構築

　　●　一般行政部門の定員
　　　　【H19：8,279人　→　H30：5,795人（△30.0％）】

1,003億円

給　与 ☆　役職に応じて県独自の給与抑制を20年度から実施
☆　給与の抑制措置を27年度から段階的に縮小
　　　　【一般職員の減額措置はH29年度末で全て解消】

774億円

行政施策 ☆ 　選択と集中を徹底し、一般事業費・政策的経費を見直す一方、県民ニーズ
に対応した新たな施策を積極的に展開

　　●　一般事業費の見直し
　　　　 毎年度10％削減のうえ、5％相当額を新規事業の財源として活用【H26

～】等
　　●　事業数の見直し
　　　　【H19：3,013事業　→　H30：1,612事業（△1,401事業）】

2,732億円

建設事業 ☆ 　通常事業費を地方財政計画の水準に見直すこと等により、平成30年度には
平成19年度比で約70％水準に削減し、公債費の負担を抑制

　　●　投資規模（通常事業費）※の見直し
　　　　【H19：2,540億円　→　H30：1,600億円（△940億円）】
　　　　※緊急防災対策などの臨時的・追加的事業を除く
☆ 　山地防災・土砂災害対策や緊急防災・減災対策など、本県の喫緊の課題に

ついて、地方交付税措置のある有利な県債を活用することにより別枠で確保
するとともに、国の経済対策補正に適切に対応し事業費を確保（累計5,314
億円）

2,825億円

公社等
（外郭団体）

☆ 　社会経済情勢の変化等を踏まえ、団体の統廃合や運営の合理化・効率化を
進めるとともに、公的セクターとしての役割を推進

　　●　必要性が低下した公社等の統廃合【△5団体】
　　●　県派遣職員の削減
　　　　【H19：576人　→　H30：268人（△53.5％）】

293億円

自主財源
の確保

☆　税収確保対策の推進により、徴収歩合が向上
　　●　徴収歩合（目標：全国平均を上回る）
　　　　【H19：96.5％（97.2％）　→　H30：98.5％（98.4％）】
　　　　※（　）は全国平均
☆　ネーミングライツの導入により収入を確保
　　●　ネーミングライツ料（年額）
　　　　【H19：0百万円　→　H30：91百万円】
☆ 　「ふるさとひょうご寄附金」や「企業版ふるさと納税」の活用により収入

を確保
　　●　ふるさとひょうご寄附金（年額）
　　　　【H20：5百万円　→　H30：139百万円】

690億円

 （『行財政構造改革の取組結果』を参照して作成）
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兵
庫
県
に
と
っ
て
雇
用
は
阪
神
・
淡
路
大
震
災
以
来
の
一
貫
し
た
課
題
で
あ
り
、
様
々
な
対
策
を
講
じ
て
そ
の
改
善
を
図
っ

て
き
た
。
し
か
し
、
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
は
そ
の
成
果
も
奪
い
去
っ
て
い
く
。
補
助
金
に
よ
る
企
業
誘
致
に
先
鞭
を
付
け
た
の

は
三
重
県
で
、
平
成
十
四
年
に
九
〇
億
円
と
い
う
補
助
金
を
提
示
し
て
工
場
誘
致
に
成
功
し
、
以
後
、
自
治
体
間
で
の
大
規
模

補
助
金
を
使
っ
た
誘
致
合
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
（『
朝
日
新
聞
』
平
成
二
十
一
年
六
月
十
八
日
）。
兵
庫
県
は
投
資
額
の
三
％
（
上

限
単
年
度
一
〇
億
円
）
を
補
助
す
る
制
度
を
平
成
十
六
年
度
に
設
け
、
翌
十
七
年
度
に
は
上
限
額
を
撤
廃
し
、
競
争
を
有
利
に
展

開
し
よ
う
と
し
た
。
尼
崎
市
と
姫
路
市
に
は
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
プ
ラ
ズ
マ
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
の
工
場
が
進
出
し
、
将
来
を
期
待
さ
せ

た
。
し
か
し
、
円
高
な
ど
企
業
経
営
環
境
の
急
激
な
悪
化
で
投
資
規
模
の
縮
小
や
立
ち
上
げ
間
も
な
い
工
場
の
休
止
に
直
面
し
、

平
成
二
十
四
年
二
月
に
は
同
社
に
企
業
立
地
の
支
援
と
し
て
支
出
し
た
補
助
金
計
三
八
億
四
〇
〇
〇
万
円
の
う
ち
、
一
二
億
六

〇
〇
〇
万
円
の
返
還
を
求
め
る
に
至
っ
た
。
短
期
間
で
の
生
産
中
止
を
想
定
せ
ず
返
還
規
定
は
な
か
っ
た
が
、
同
社
は
返
還
要

請
を
受
け
入
れ
た
。

第
三
次
行
革
プ
ラ
ン
─

自
公
政
権
と
兵
庫
県
政

平
成
二
十
四
年
十
二
月
の
総
選
挙
で
自
民
党
が
圧
勝
し
、
再
び
政
権
交
代
が
起
こ
る
と
、
公
明
党
と

連
立
の
安
倍
晋
三
第
二
次
政
権
が
発
足
し
、
翌
二
十
五
年
八
月
に
は
井
戸
知
事
は
四
選
を
果
た
し
た
。

平
成
二
十
六
年
二
月
の
県
議
会
で
は
、
再
び
法
人
県
民
税
法
人
税
割
の
超
過
課
税
が
延
長
さ
れ
た
。
そ
し
て
三
月
に
は
二
十
六

年
度
か
ら
三
十
年
度
ま
で
の
第
三
次
行
財
政
構
造
改
革
推
進
方
策
（
第
三
次
行
革
プ
ラ
ン
）
を
策
定
し
た
。

　
こ
の
頃
全
国
的
に
は
地
方
消
滅
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
が
、
兵
庫
県
経
済
は
少
し
ず
つ
上
向
き
つ
つ
あ
っ
た
。
そ

の
中
で
県
職
員
の
給
与
に
つ
い
て
も
、十
月
、県
人
事
委
員
会
は
県
職
員
（
行
政
職
）
給
与
の
平
均
額
が
民
間
給
与
を
〇・二
九
％

下
回
っ
て
い
る
と
し
て
給
料
引
上
げ
を
勧
告
し
、
六
年
ぶ
り
に
給
料
の
引
上
げ
が
行
わ
れ
た
。
引
上
げ
勧
告
は
平
成
三
十
年
ま
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で
五
年
連
続
で
行
わ
れ
、
昭
和
三
十
六
～
四
十
年
の
五
年
連
続
以
来
、
五
三
年
ぶ
り
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

最
終
二
か
年
行
革
プ
ラ
ン
と
一
五
〇
年
目

の
県
政
─
新
行
革
プ
ラ
ン
の
達
成
と
今
後

平
成
二
十
九
年
三
月
、
最
終
二
カ
年
行
財
政
構
造
改
革
推
進
方
策
を
策
定
し
た
。
年

度
が
改
ま
り
八
月
に
は
井
戸
知
事
が
五
選
を
果
た
し
た
。
慶
応
四
（
一
八
六
八
）
年
五

月
に
伊い

藤と
う

博ひ
ろ

文ぶ
み

が
初
の
兵
庫
県
知
事
と
し
て
就
任
し
て
以
来
、
県
政
一
五
〇
年
の
中
で
最
も
長
い
任
期
と
な
っ
た
。

　
平
成
三
十
年
度
に
行
財
政
構
造
改
革
が
最
終
年
度
を
迎
え
、
九
月
に
は
「
行
財
政
構
造
改
革
の
検
証
」
が
出
さ
れ
た
。
先
に

採
り
上
げ
た
長
期
保
有
土
地
（
先
行
取
得
用
地
、
そ
の
他
未
利
用
地
）
の
処
理
で
は
、
平
成
二
十
年
度
か
ら
三
十
年
度
の
行
革
期

間
に
お
い
て
、
面
積
で
四
三
六
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
か
ら
一
九
三
九
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
約
二
分
の
一
、
金
額
で
三
〇
五
五
億
円
か
ら
一

〇
九
五
億
円
と
約
三
分
の
一
ま
で
縮
減
し
、
二
十
九
年
度
末
で
土
地
開
発
公
社
が
保
有
す
る
先
行
取
得
用
地
は
解
消
さ
れ
た
。

　
十
月
に
は
平
成
三
十
一
年
度
以
降
の
取
組
で
あ
る
「
行
財
政
の
運
営
に
関
す
る
条
例
」
と
「
兵
庫
県
行
財
政
運
営
方
針
」
を

策
定
し
た
。
こ
の
方
針
は
「
行
財
政
構
造
改
革
推
進
条
例
を
制
定
し
平
成
三
十
年
度
を
目
標
に
取
り
組
ん
で
き
た
行
財
政
構
造

改
革
は
、
組
織
、
定
員
・
給
与
、
事
務
事
業
、
投
資
事
業
、
自
主
財
源
の
確
保
な
ど
各
分
野
に
お
い
て
、
行
革
プ
ラ
ン
に
掲
げ

た
目
標
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
」
と
い
う
評
価
の
上
で
策
定
さ
れ
た
。

　
井
戸
知
事
は
、
後
に
「
冷
戦
終
結
と
と
も
に
幕
を
開
け
た
平
成
、
バ
ブ
ル
崩
壊
に
よ
る
デ
フ
レ
経
済
と
相
次
ぐ
災
害
に
見
舞

わ
れ
た
こ
の
三
〇
年
は
、
兵
庫
県
に
と
っ
て
も
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
か
ら
の
創
造
的
復
興
と
行
財
政
構
造
改
革
に
取
り
組
ん

だ
時
代
で
し
た
」
と
平
成
時
代
の
兵
庫
県
政
を
振
り
返
っ
た
（
平
成
三
十
一
年
二
月
第
三
四
三
回
定
例
会
知
事
提
案
説
明
）。
天
皇
の

生
前
退
位
で
平
成
が
終
わ
り
、
令
和
が
始
ま
る
の
は
四
月
三
十
日
の
こ
と
で
あ
る
。

　
阪
神
・
淡
路
大
震
災
か
ら
の
創
造
的
復
興
と
イ
ン
フ
ラ
か
ら
人
へ
の
眼
差
し
の
深
化
は
兵
庫
県
が
全
国
に
与
え
た
貴
重
な
経
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験
で
あ
り
、
東
日
本
大
震
災
な
ど
後
の
大
規
模
災
害
で
活
か
さ
れ
た
。
災
害
対
策
債
で
は
通
常
二
〇
％
の
地
元
負
担
で
あ
る
と

こ
ろ
阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
は
五
％
に
下
げ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
国
負
担
に
よ
っ
て
全
国
か
ら
手
を
差
し
伸
べ
ら
れ
た
共
助
の
賜

で
あ
る
。
し
か
し
、
規
模
の
大
き
さ
か
ら
こ
の
五
％
で
す
ら
不
景
気
か
つ
国
の
財
政
改
革
が
強
調
さ
れ
る
中
で
は
深
刻
で
、
そ

も
そ
も
自
治
体
の
財
政
能
力
に
乏
し
い
東
日
本
大
震
災
で
は
地
元
負
担
は
〇
％
と
な
っ
た
。
阪
神
・
淡
路
大
震
災
は
多
く
の
市

町
を
巻
き
込
ん
だ
未
曾
有
の
激
甚
広
域
災
害
で
あ
り
な
が
ら
も
兵
庫
県
内
に
被
害
が
集
中
し
た
こ
と
は
財
政
面
で
は
不
幸
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
負
債
は
何
年
で
返
す
か
に
よ
っ
て
影
響
が
変
わ
る
。
国
の
地
方
分
権
改
革
の
中
で
導
入
さ
れ
た
指
標
で
は
震

災
か
ら
の
復
興
に
用
い
た
負
債
が
一
般
の
負
債
と
同
等
に
扱
わ
れ
た
。
さ
ら
に
無
駄
を
省
く
と
い
う
全
国
的
な
時
代
思
潮
の
中

で
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
は
好
ま
れ
ず
、
行
き
着
く
先
は
人
の
削
減
で
あ
っ
た
。
震
災
を
経
験
し
た
県
民
に
は
当
時
の
県
職
員

の
献
身
的
な
活
動
を
目
に
し
た
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
人
の
復
興
の
負
担
が
人
の
削
減
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
た
事
実
と
経
緯
を
覚
え

て
お
い
た
ほ
う
が
い
い
だ
ろ
う
。

　
井
戸
知
事
は
平
成
時
代
の
兵
庫
県
政
を
振
り
返
っ
た
先
の
議
会
演
説
で
兵
庫
県
政
一
五
〇
周
年
の
節
目
に
つ
い
て
も
言
及
し
、

日
本
の
「
分
権
型
社
会
へ
の
変
革
」
に
お
け
る
兵
庫
県
の
先
導
的
役
割
を
訴
え
た
。
財
政
面
で
の
地
方
分
権
改
革
は
兵
庫
県
に

と
っ
て
ま
だ
果
実
を
実
感
す
る
に
至
っ
て
い
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
る
が
、
多
様
化
の
時
代
に
適
し
た
地
方
分
権
の
更
な
る
推

進
に
向
け
た
雄
県
兵
庫
の
自
負
が
顔
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
。
兵
庫
県
に
は
開
港
地
と
し
て
の
気
風
、
雄
県
と
し
て
の
自
覚
に
基

づ
く
先
進
性
と
、
五
国
か
ら
な
る
多
様
性
に
よ
っ
て
全
国
の
縮
図
と
し
て
の
面
が
あ
る
。
今
後
の
財
政
の
道
の
り
も
困
難
が
予

想
さ
れ
る
が
、
四
半
世
紀
を
か
け
て
震
災
か
ら
回
復
さ
せ
て
き
た
財
政
努
力
が
県
民
生
活
の
足
元
を
長
く
支
え
て
い
く
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。
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